
 

２０２５年全日本カート選手権統一規則 

                                                                                                          ※下線部分：変更箇所 

２０２５年規則 ２０２４年規則 
２０２５年全日本カート選手権統一規則 

ＯＫ、ＦＳ-１２５、ＦＰ－３部門 

 
 
第１条～第８条（略） 
 
第９条 エントリーの受付 
１．（略） 
２．エントリーの受付時間  
ＡＭ９：００～ＰＭ５：００ 
 
２．（略） 
 
３．エントリーする際に必要なもの 
１）～４）（略） 
５）車両申請書 
６）（略） 
 
第１０条～第１３条（略） 
 
第１４条 エントリーの受理と拒否 
１．オーガナイザーは、国内競技規則４－１９に基づき参加申込の拒否

を行うことができ、かつその行為をもって最終の決定とする。この場

合エントリー・フィーおよび保険料は全額返還される。 
 
２．～３．（略） 
 
第１５条 （略） 
第１６条 エンジン 
１．～２．（略） 
 

２０２４年全日本カート選手権統一規則 

  ＯＫ、ＦＳ-１２５、ＦＰ－３部門 

 
 
第１条～第８条（略） 
 
第９条 エントリーの受付 
１．（略） 
２．エントリーの受付時間  
ＡＭ９：００～ＰＭ５：００ 
 
３．（略） 
 
４．エントリーする際に必要なもの  
１）～４）（略） 
５）車両申告書 
６）（略） 
 
第１０条～第１３条（略） 
 
第１４条 エントリーの受理と拒否 
１．オーガナイザーは、理由を示すことなくエントリーの受理を拒否す

ることができ、かつその行為をもって最終の決定とする。この場合エ

ントリー・フィーおよび保険料は全額返還される。 
 
２．～３．（略） 
 
第１５条 （略） 
第１６条 エンジン 
１．～２．（略） 
 



 
 

３．封印（マーキング） 
１）（略） 
 
２）ＦＰ－３部門 
（１）～（２）（略） 
（３）車検時においてマフラーの封印が１本のみ実施される。 
（３）最初に行われる公式練習開始時刻前までは、技術委員長の承認の

もとにエンジンの封印解除、および再登録または再封印が認められ

る。 
 
第１７条 （略） 
 
第１８条 ボディワーク 

「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第７条および第９条に従った、Ｃ

ＩＫ－ＦＩＡ公認（２００９－２０２１、２０１５－２０２１、２０１

８－２０２１、２０２２－２０２４、２０２５－２０２７）サイドボッ

クス、フロントパネル、リアプロテクションは、ステー等の公認部品を

含み必備とする。 
尚、異なる銘柄またはモデルの構成部品による３つのボディワークに

よる組み合わせが認められる。但し、２つのサイドボックスはセットで

共に使用すること。 
 
１．（略） 
２．全ての部門の車両は、２０１５－２０２１、２０１８－２０２１、

２０２２－２０２４または２０２５－２０２７のＣＩＫ－ＦＩＡ公認

フロントフェアリング取付キットの使用が義務付けられる。 
 
３．リアプロテクションの取り付け方については「ＪＡＦ国内カート競

技車両規則」第７条および適用車両規定による。 
 
 
第１９条～第２３条（略） 
 
 
 

３．封印（マーキング） 
１）（略） 
 
２）ＦＰ－３部門 
（１）～（２）（略） 
（３）車検時においてマフラーの封印が１本のみ実施される。 
（４）最初に行われる公式練習開始時刻前までは、技術委員長の承認の

もとにエンジンおよびマフラーの封印の解除、および再登録または

再封印が認められる。 
 
第１７条 （略） 
 
第１８条 ボディワーク 
「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第７条および第９条に従った、Ｃ

ＩＫ－ＦＩＡ公認（２００９－２０２１、２０１５－２０２１、２０１

８－２０２１、２０２２－２０２４）サイドボックス、フロントパネ

ル、リアプロテクションは、ステー等の公認部品を含み必備とする。  
 
尚、異なる銘柄またはモデルの構成部品による３つのボディワークに

よる組み合わせが認められる。但し、２つのサイドボックスはセットで

共に使用すること。 
  
１．（略） 
２．全ての部門の車両は、２０１５－２０２１、２０１８－２０２１ま

たは２０２２－２０２４のＣＩＫ－ＦＩＡ公認フロントフェアリング

取付キットの使用が義務付けられる。 
 
３．リアプロテクションの取り付け方については「ＪＡＦ国内カート競

技車両規則」第７条による。 
 
 
第１９条～第２３条（略） 
 
 
 



 
 

第２４条 公式練習  
「カート競技会運営に関する規定」第２３条および第２４条に基づ

き、最公式練習を行う。公式練習の時間は、オーガナイザーがＪＡＦに

申請し、ＪＡＦの承認を以て決定し、特別規則に示す。但し、ピットア

ウトしスタートラインを通過する前に本コースで停止した場合も、公式

練習に参加したものと認められる。 
 
第２５条 タイムトライアル 
１．すべてのドライバーは、タイムトライアルに参加しなければならな

い。タイムトライアルに参加しない場合はタイムトライアル失格と

し、その後のヒートは最後尾スタートとなる。 
   
２．タイムトライアルのグループ分け  
１）出場台数が当該競技開催コースの最大出走台数の７０％（小数点以

下四捨五入）以内の場合：  
グループ分けはせずにタイムトライアルを行う。タイムトライアルの

時間は、オーガナイザーがＪＡＦに申請し、ＪＡＦの承認を以て決定

し、特別規則に示す。 
 
２）出場台数が当該競技開催コースの最大出走台数の７０％（小数点以

下四捨五入）を超える場合： 
①１グループの出走台数が最大出走台数の７０％（小数点以下四捨五

入）を超えず、かつ可能な限り同数となる複数のグループに分けら

れ、各グループタイムトライアルを行う。タイムトライアルの時間

は、オーガナイザーがＪＡＦに申請し、ＪＡＦの承認を以て決定

し、特別規則に示す。 
 

②（略） 
 
３．～６．（略） 
 
第２６条～第２８条（略） 
 
 

第２４条 公式練習  
「カート競技会運営に関する規定」第２３条および第２４条に基づ

き、最低１０分間の公式練習を行う。但し、ピットアウトしスタートラ

インを通過する前に本コースで停止した場合も、公式練習に参加したも

のと認められる。 
 
 
第２５条 タイムトライアル  
１．すべてのドライバーは、タイムトライアルに参加しなければならな

い。タイムトライアルに参加しない場合はタイムトライアル失格と

し、予選ヒートは最後尾スタートとなる。  
 
２．タイムトライアルのグループ分け  
１）出場台数が当該競技開催コースの最大出走台数の７０％（小数点以

下四捨五入）以内の場合：  
グループ分けはせずに７分間のタイムトライアルを行う。 

 
 
 
２）出場台数が当該競技開催コースの最大出走台数の７０％（小数点以

下四捨五入）を超える場合： 
①１グループの出走台数が最大出走台数の７０％（小数点以下四捨五

入）を超えず、かつ可能な限り同数となる複数のグループに分けら

れ、各グループ７分間のタイムトライアルを行う。 
 
 
 
②（略） 

 
３．～６．（略） 
 
第２６条～第２８条（略） 
 
 
 



 
 

第２９条 スタート進行 
スタートは「カート競技会運営に関する規定」第２８条２.に基づく

ローリングスタートとし、次の事項が適用される。 
１．スタートの合図は灯火信号によって行われる。 
２．スタート進行は以下に従い行われる。 
 １）～３）（略） 

４）「3min」ボードが示される時点で、ドライバーおよび当該ピット

要員２名まで、オフィシャルを除くすべての者は当該エリアから離

れなければならない。 
５）「1min」ボードが示される時点で、ピット要員は当該エリアか

ら離れなければならない。ＦＳ－１２５部門およびＦＰ－３部門で

は、「1min」ボードが示される時点から、フォーメーションラップ

開始時までの間であれば、いつでもドライバーはエンジンを指導す

ることができる。 
「1min」ボード提示後は、ピット要員による援助は一切認められ

ず、ペナルティ対象となる場合がある。 ただし、ＯＫ部門におい

ては、フォーメーションラップ開始までにピット要員２名までの援

助を認める。 
 
６）～８）（略） 
 
３．～１２．（略） 
 
第３０条 その他競技に関する一般事項 
１．～７．（略） 
８．工具の持込みおよび工具を用いた修理等は、指定されたエリア（ピ

ットおよびパドック）を除き、一切禁止される。但し、特別規則、公

式通知またはブリーフィングで認められた場合はこの限りではない。 
 
第３１条～第３５条（略） 
 
第３６条 レース中のピット 
レース中ピット要員は、自己のピットを離れてはならない。 
 

第２９条 スタート進行 
スタートは「カート競技会運営に関する規定」第２８条２.に基づく

ローリングスタートとし、次の事項が適用される。 
１．スタートの合図は灯火信号によって行われる。 
２．スタート進行は以下に従い行われる。 
 １）～３）（略） 
４）「3min」ボードが示される時点で、ドライバーおよび当該ピット

要員１名、オフィシャルを除くすべての者は当該ヒエリアから離れ

なければならない。 
５）「1min」ボードが示される時点で、ピット要員は当該エリアから

離れなければならない。ＦＳ－１２５部門およびＦＰ－３部門で

は、「1min」ボードが示される時点から、フォーメーションラップ

開始時までの間であれば、いつでもドライバーはエンジンを指導す

ることができる。 
「1min」ボード提示後は、ピット要員による援助は一切認められ

ず、ペナルティ対象となる場合がある。 ただし、ＯＫ部門におい

ては、フォーメーションラップ開始までに登録されたピット要員２

名までの援助を認める。 
 
６）～８）（略） 
 
３．～１２．（略） 
 
第３０条 その他競技に関する一般事項 
１．～７．（略） 
８．工具の持込みおよび工具を用いた修理等は、指定されたエリア（ピ

ットおよびパドック）を除き、一切禁止される。 
 
 
第３１条～第３５条（略） 
 
第３６条 レース中のピット 
レース中ピット要員は、自己のピットを離れてはならない。 

 



 
 

第３６条（略） 
 
第３７条 ペナルティ 
１．～６．（略） 
＜ペナルティの例＞ 
（１）～（７）（略） 
（８）エンジンがＪＡＦ封印（ワイヤー封印）されているカテゴリーに

おいて、第２レース終了後に実施されるエンジン封印部分の再車検

結果に基づくペナルティは、第１レースにも適用され、第１レース

の正式結果は第２レースの正式結果と同時に発表される。なお、第

１レース後に再車検実施の場合はこの限りではない。 
 
（９）～（２８）（略） 
 
第３８条～第４９条（略） 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３７条（略） 
 
第３８条 ペナルティ 
１．～６．（略） 
＜ペナルティの例＞ 
（１）～（７）（略） 
（８）エンジンが封印されているカテゴリーにおいて、第２レース終了

後に実施されるエンジン封印部分の再車検結果に基づくペナルティ

は、第１レースにも適用され、第１レースの正式結果は第２レース

の正式結果と同時に発表される。 
 
（９）～（２８）（略） 
 
 
第３９条～第５０条（略） 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




